
当院からのご案内 

当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方（支）局に届出を行っています。 

 

施設基準について 

・医療ＤＸ推進体制整備加算 

・機能強化加算 

・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)（外来べⅠ） 

・一般名処方加算 

・医療情報取得加算 

・明細書発行体制等加算 

・外来感染対策向上加算 

・発熱患者等対応加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



書面掲示事項について 

・医療ＤＸ推進体制整備加算 

当院はオンライン資格確認により取得した診療情報を診察室で閲覧・活用でき

る体制を整えています。 

マイナ保険証利用を促進するなど、医療 DX を通じて質の高い医療を提供でき

るよう取り組んでいます。 

また、電子処方箋および診療情報共有サービスを今度導入予定であり、質の高

い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行う予定です。 

・機能強化加算 

当院では、「かかりつけ医」機能を有する医院として、機能強化加算を算定

しており以下の取り組みを行っております。 

〇受診されているほかの医療機関や処方されている医薬品を把握させていただ

くため、お薬手帳のご提示やご質問をさせていただく場合がございます。 

〇必要に応じて、専門医師や専門医療機関をご紹介させていただきます。 

〇健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。 

〇福祉・保健サービスに係る相談に応じます。 

〇診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行います。 

・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)（外来べⅠ） 

当クリニックでは、医療に従事する職員の更なる処遇改善を目的とし

た「外来・在宅ベースアップ評価料」を算定しております。これは診療

報酬制度に基づくものであり、患者様への直接的な費用負担増はありま

せん。 

本制度は、初診、再診、および訪問診療をされた患者様に対して、所定

の診療報酬を算定することで、医療従事者の給与改善を支援するもので

す。ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

・一般名処方加算 

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた

取り組み等を実施しております。 

  ※一般名処方とは 



 お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そ

うすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択で

き、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。 ご理解、ご協力をお願い

いたします。 

 

・医療情報取得加算 

当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活

用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関（医療情報取得

加算の算定医療機関）です。国が定めた診療報酬算定要件に従い、下表のとお

り診療報酬点数を算定します。 

初診時・・・1 点 再診時・・・1 点（3 ヶ月に 1 回） 

正確な情報を取得点活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等

の利用にご理解とご協力をお願いします。 

 

・明細書発⾏体制等加算 

当院は療担規則に則り明細書を無償で交付しています。 

また、自己負担のある患者様には診療報酬明細書、領収書を交付しています。 

明細書の発行を希望しない患者様は、会計の際にお申し出ください。 

 

・外来感染対策向上加算・発熱患者等対応加算について 

患者様が安心できる医療を提供するために、 

当院は厚生労働省が定める外来感染対策向上加算の施設基準を満たし、

発熱患者等対応加算を算定させていただきます。 

外来感染対策向上加算は、組織的な感染防止対策につき厚生労働大臣が

定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局に届け出た保険医

療機関(診療所に限る)において診療を行なった場合に算定いたします。 



また、発熱患者等対応加算は外来感染対策向上加算の届出医療機関にお

いて発熱、呼吸器症状、発疹、消化器症状、その他感染症を疑わせる症

状を呈する患者様に対して適切な感染防止対策を講じた上で診療を行な

った場合に算定いたします。 

当院では、患者様やご家族、当院スタッフ、その他来院者などを感染症

の危険から守り、安全に過ごしていただくため、マスク着用などの感染

防止対策に積極的に取り組んでいます。感染防止のため、何卒ご理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

〇感染管理者である院長が中心となり、クリニック全体で院内感染対策

に取り組んでいます。 

〇院内感染対策の基本的な考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を

定期的に実施しています。 

〇感染性の高い疾患（インフルエンザや新型コロナウイルス感染症な

ど）が疑われる場合は、一般診療の方と待ち合いのスペースを分けて対

応します。 

〇感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報

提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。 

 


